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令和５年度 情報セキュリティ研修及び 

守口市情報セキュリティポリシー説明会業務委託に係る仕様書 

 

1. 業務の目的 

本業務は、守口市（以下「本市」という。）で策定した「守口市情報セキュリティポリ

シー」に基づいた各種情報セキュリティ研修を実施することにより、本市職員が遵守すべ

き事項や情報セキュリティの重要性について周知し、セキュリティ意識を高める事を目的

とする。 

また、令和５年３月 20 日付けで改正した守口市情報セキュリティポリシーについて、

説明会を実施することにより、改正内容について周知することを目的とする。 

 

2. 履行期間 

契約締結日から令和５年 12 月 31 日まで 

 

3. 履行場所 

守口市役所本庁舎等、本市が指定する場所 

 

4. 業務の範囲 

本事業の範囲は、以下のとおりである。 

 管理職向け 情報セキュリティ研修及び守口市情報セキュリティポリシー説明会 

 一般職向け 情報セキュリティ研修及び守口市情報セキュリティポリシー説明会 

 

5. 業務の詳細 

 管理職向け 情報セキュリティ研修及び守口市情報セキュリティポリシー説明会 

ア  業務の目的 

管理職として必要とされる情報セキュリティについての基礎知識、マイナンバー

や特定個人情報の取り扱い、守口市情報セキュリティポリシー等について、必要な

知識の習得を目指す。 

イ  研修及び説明会の対象 

課長代理級以上の職員（50 人程度） 

ウ  研修及び説明会の実施日 

令和５年７月中旬以降。開催日は本市と協議の上決定する。 

エ  研修及び説明会の実施回数 

２回（１日１回、２日間実施）。 

各回とも同一の研修内容とし、職員がどちらかの日程で参加できるよう２日に分

けて実施すること。実施日は(2)の研修と同日開催を想定。 

オ  研修及び説明会の開催時間 

120 分程度 
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 一般職向け 情報セキュリティ研修及び守口市情報セキュリティポリシー説明会 

ア  業務の目的 

情報セキュリティについての基礎知識、マイナンバーや特定個人情報の取り扱い、

守口市情報セキュリティポリシー等について、必要な知識の習得を目指す。 

イ  研修及び説明会の対象 

主任級以下の職員（130 人程度） 

ウ  研修及び説明会の実施日 

令和５年７月中旬以降。開催日は本市と協議の上決定する。 

エ  研修実施回数 

２回（１日１回、２日間実施）。 

各回とも同一の研修内容とし、職員がどちらかの日程で参加できるよう２日に分

けて実施すること。実施日は(1)の研修と同日開催を想定。 

オ  研修及び説明会の開催時間 

120 分程度 

 (1)及び(2)の共通事項 

・研修及び説明会は集合研修とすること。 

・研修及び説明会は内容を検討し、目的を達成する為の教材を作成すること。また、自

治体等で発生したセキュリティ事故事例を扱う等、受講者が理解しやすいものとするこ

と。 

・教材については、実施前に使用するテキスト及びスライドについて承認を得ること。 

・教材等の印刷は本市が実施するが、白黒印刷とするため、見やすい配色を心掛けるこ

と。 

・実施会場は守口市役所内の会議室とし、実施の都度、本市が指定する。 

・研修において、パソコン、接続ケーブルの使用が必要であれば、受託者側で用意する

こと。なお、マイク、プロジェクター及びスクリーンは本市で用意する。 

・研修内容の変更や記載していない要件については、契約締結後に本市との協議の上決

定すること。 

 

6. 納入成果物について 

次に掲げる成果物を書面又は電子媒体にて、必要数を提出すること。 

また、次に掲げるものの他に、業務の遂行に必要なものについては、本市と協議の上納

入すること。 

 納入成果物一覧 

ア  管理職向け守口市情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ研修 教材 

イ  一般職向け守口市情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ研修 教材 

 納入方法 

ア  電子媒体 1 部 

 納入成果物の納入場所 
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守口市企画財政部デジタル戦略課とする。 

 

7. その他 

・本仕様書の内容について疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項について

は、市と協議の上決定すること。 

・業務の進行状況について、本市から問合せがあった時はその都度報告すること。また、

業務内容については、その都度本市の目的に合致しているか、確認すること。  

・成果物の納入後、その内容が要求品質を満たしていないものについては、受託者の責任

において関連する項目を再検査し、当該箇所の修正を行うこと。 

・技術の進歩等により、研修教材等の作成時と情報セキュリティを取り巻く状況が変化し

た場合、協議の上可能な限り最新の状況に研修教材を修正して対応すること。  


